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世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例 

令和３年６月 25 日条例第 45 号 

議員は住民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため、議員として高い倫理観と品位

が求められる。ましてや議員の地位による影響力を不正に利用したハラスメント行為は断じて許されるもの

ではない。 

議員と職員という特殊な人間関係を背景としたハラスメントは顕在化しにくい上に、不当に職員の尊厳を

傷つけ、最悪の場合、回復不能な肉体的・精神的な被害をもたらし、ひいては人材の喪失、行政の停滞を招

くことになり、さらには議員への区民の信頼を裏切ることにもなりかねない。 

よって、世田谷区議会は、職員の人格を尊重することにより、議員による職員に対するあらゆるハラスメ

ントの根絶と未然防止を決意し、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、議員による議員の地位を利用した職員（区職員をいう。以下同じ。）に対するハラスメ

ント行為（以下「職員に対するハラスメント」という。）を防止し、すべての職員が個人としての尊厳を尊

重され、良好な職場環境を確保することで、区政の効率的運営に寄与することを目的とする。 

（議員の責務） 

第２条 議員は、職員に対するハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させることを自覚

し、職員の人格を尊重して活動しなければならない。 

２ 議員は、職員に対するハラスメントに関する調査に積極的に協力し、誠実に対応しなければならない。 

（プライバシーの保護） 

第３条 職員に対するハラスメントに関する調査に関与した議員は、関係者のプライバシーの保護を徹底し、

当該事案に関係する職員が不利益を受けることがないよう留意するものとする。 

（ハラスメントの防止） 

第４条 議会は、職員に対するハラスメントを防止するため、議員に対し、必要な研修等を実施しなければな

らない。 

（議会の措置） 

第５条 議会は、区長から職員に対するハラスメントに関する事案の報告があったときは、必要な措置を講ず

るものとする。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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川越市議会ハラスメント根絶条例 

平成三十一年三月七日 

条例第一号 

市民から負託を受けた市議会議員及び市長並びに全ての市の職員は、市政に携わる権能

と責務を深く自覚し、地方自治の本旨を体するとともに、住民の全体の奉仕者として住民

の福祉向上に努めなければならない。 

ハラスメントは、業務への支障につながり、ひいては市民サービスが低下し、市民のみ

ならず社会からの信用及び信頼を失うこととなる。 

そのため、身分、職位及び職責にかかわらず、全ての者が互いに人格を尊重し、相互に

信頼し合うことで、その能力を十分発揮することができるようにするため、川越市議会

は、ハラスメントを防止し、及びその根絶に努め、市の職員の良好な勤務環境の実現を目

指すことを決意し、この条例を制定する。 

(目的) 

第一条 この条例は、全ての市の職員(以下「職員」という。)が個人としての尊厳を尊重

された良好な勤務環境を確立するため、市議会議員(以下「議員」という。)によるセク

シュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他の職員に対する誹謗、中傷、風

説の流布等により人権を侵害し、又は不快にされる行為(以下「ハラスメント」とい

う。)の防止及び根絶のための措置等を講じ、及びハラスメントの被害者に配慮するこ

とにより、議員によるハラスメントを防止し、及び根絶することを目的とする。 

(議長の責務) 

第二条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶に努めるとともに、議員によるハラスメン

トがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。 

(議員の責務) 

第三条 議員は、市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持

ち、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。 

2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び勤務

環境を害するものであること並びに職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚

し、並びに職員の人格を尊重した活動をしなければならない。 

3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持

って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。 

4 議員は、職員に対しハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事

態に遭遇したときは、当該行動又は言動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘す

るよう努めなければならない。 

(研修等) 

第四条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶を図るため、議員に対し必要な研修等を実

施しなければならない。 
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(事実関係の把握等) 

第五条 議長は、職員からハラスメントに関する苦情の申出があったときは、別に定める

ところにより、速やかに、当該苦情に係る事実関係を把握し、及び今後のハラスメント

の防止策を講ずるものとする。この場合において、議長は、川越市議会政務活動費交付

条例(平成十三年条例第九号)第二条に規定する会派(次条において「会派」という。)を

代表する者から意見を聴くものとする。 

(公表等) 

第六条 議長は、前条により議員によるハラスメントがあったことを確認したときは、当

該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならな

い。 

2 議会は、市長から議員によるハラスメントがあったことを報告されたときは、会派を

代表する者から意見を聴き、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他の必要

な措置を講じなければならない。 

(被害者のプライバシーの保護等) 

第七条 議員は、ハラスメントの被害者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラス

メントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

(委任) 

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 議会は、この条例の施行後三年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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＜自治労の課題提起＞②　総合組織局 ― 公共民間評議会
自治労総合組織局　強化拡大局長　佐藤　久美子
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＜自治労の課題提起＞③　総合政治政策局
地方自治法99条に基づく意見書採択の取り組みおよび「月刊自治研」活用のお願いについて

自治労総合政治政策局　政策局長　氷室　佐由里
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緊急事態条項の創設に向けた国会審議の促進を求める意見書 

 

 新型コロナウイルス感染症は、長期に渡って全国に拡大し、大きな被害をもた

らしてきた。この間、全国の 9 割を超える中小企業の経営に深刻な影響を及ぼ

し、我が国の経済に大きな打撃を与えている。 

 また、医療従事者や病床が不足し、医療崩壊の危機に直面するという、想定さ

れなかった事態も生じた。 

 さらに、「首都直下地震」や「南海トラフ巨大地震」が、今後 30 年以内に高い

確率で発生することが予想されている。東日本大震災では、道路を塞ぐがれきの

撤去に時間を要したために支援物資の輸送が遅れたほか、被災した地方公共団

体の行政機能も甚大な被害を受けた。 

 国においては、これまでの緊急事態に際しては、災害対策基本法や新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法により対処してきたが、従来の法体系では限界があ

る。 

 感染症は、全国に影響を及ぼす可能性があり、大地震などの自然災害は、どこ

の地方公共団体も被災地になり得る。感染症や自然災害に強い社会をつくるこ

とは喫緊の課題であり、緊急時において国民の命と生活を守ることは、国の最大

の責務である。緊急時に、国民の命と生活が守られるための施策と法整備、さら

には憲法に根拠規定を設けることについて、国会で建設的な議論が行われるこ

とが期待される。 

 よって、国会におかれては、緊急事態条項の創設に向けた審議を促進するとと

もに、国民的議論を喚起するよう強く求める。 

 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

   令和●年●月●●日 

 

●●●議会議長 ●● ●● 

 

（提出先）衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、 

厚生労働大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官 

以下は自民党を中心に各地方議会で提出の動きのある意見書の例です。 
意見書の提出があった場合は、採択阻止（反対）の取り組みをお願いします。 

＜自治労の課題提起＞④　総合政治政策局
憲法改悪阻止のための緊急事態条項創設に反対する取り組みについて

自治労総合政治政策局　連帯活動局長　小林　郁子
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＜自治労の課題提起＞⑤　総合政治政策局 ― 社会福祉評議会
「こども・子育て政策の強化について（試案）」の加速化プランの課題

および「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」の課題について

自治労総合政治政策局　社会福祉局長　門﨑　正樹
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自治労発2023第0519号
2023年 4月 25日

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　川本　淳

（総合政治政策局 社会福祉評議会）

各県本部委員長様

保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める自治体意見書採択につ
いて

（６月議会、９月議会、12月議会）

　日頃の取り組みに敬意を表します。
　保育所等を利用する児童の数は、273万人で前年比1.2万人の減少となっていますが、フルタイム
の共働き世帯割合の増加や女性就業率の上昇など、今後の保育ニーズは、再び増加する可能性
があるとされています。
　一方、待機児童数の解消に向け、保育所等で働く保育士数は、年々増加しているものの、保育士
資格を有しながら保育所等で働いていない保育士も数多く存在しています。
　厚生労働省「保育士資格を有しながら保育士としての就職を希望しない求職者意識調査」（2013
年）によると、保育士として就業を希望しない理由は、「賃金が希望と合わない」（47.5％）、「責任の
重さ・事故への不安」（40.0％）との回答がされるなど、保育士が働く職場の環境改善は、喫緊の課
題となっています。
　そうした中で、公立・私立に関わらず、保育施設での子どもの死亡事故が発生していることから、
子どもの命と安全を守るために、より一層、保育施設での安全対策が求められています。
　しかし、保育施設の保育士配置は、OECD先進国と比較しても、少ない職員配置で大勢の子どもの
保育を行わなければならない基準となっています。とりわけ、公立保育所は、医療的ケア児や障害
児、外国籍等の児童等の対応を担うなど、通常の保育に加えて、公立保育所として地域のニーズに
対応する責務も担うなど、保育士一人ひとりの負担は増すばかりです。
 
　つきましては、社会福祉評議会は、長年改善されてこなかった保育施設の職員配置基準改善を求
めて、地方議会に対する意見書採択の取り組みを行うことといたしました。
　お忙しいところ申し訳ありませんが、本部モデル案を送付いたしますので、下記の通り、　取り組み
をお願いいたします。
　意見書採択の取り組み実施時期については、６月議会、９月議会、12月議会を設定しておりますの
で、それぞれの県本部・単組において、可能な時期に対応頂ければ結構です。
 
　なお、2024年度の地方財政計画・地方交付税総額の確保をめざして、別途、６月議会における意
見書採択の取り組みを要請しておりますので（https://remote2.cybozu.co.jp/cgi-
bin/cbgrn/grn.cgi/dm/view?did=252791&br=1）、可能な県本部・単組については、連携した取り組み
をお願いいたします。
 
　また、類似の内容の意見書採択にすでに取り組まれている場合は、意見書PDFデータを提出いた
だくよう、お願いいたします（別紙１記載の自治体を除く）。
 
１．意見書採択について
 
（1）実施時期　　2023年６月議会、９月議会、12月議会
 
（2）実施方法　　地方自治法第99条の規定により意見書提出をお願いします。
 
（3）実施単位　　各都道府県議会、各市区町村議会
　　　　　　　　　　　※すでに51の県・市・区議会で意見書採択に取り組まれていることを、本部で把握
しています。別紙にて、ご参照ください（別紙１）。
 
（4）意見書　　　別紙モデル案（別紙２）を参考に、各自治体の実情に合わせて、作成をお願いしま
す。
　　　　　　　　　　地方自治法99条の規定による場合、意見書の提出先は、衆議院、参議院、内閣総
理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策、

別紙１－１
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以上

少子化対策）とします。
 
（５）参考資料　　参考として、モデル意見書に簡単な解説を付けた説明資料（別紙３）も添付します。
 
（６）第1次集約　第1次集約は、7月14日（金）までにお願いします。
　　　　　　　　　　集約結果について、7月29～30日の保育集会にて報告します。
 
（６）集約方法　 意見書は県本部で集約し、集約結果について登録をお願いします。
　　　　　　　　　　なお、登録にあたっては、６月議会で取り組まれた結果だけではなく、今後、採択予
定（9月議会、12月議会）や検討中の場合についても、報告をお願いします。
　　　　　　　　　　第２次以降の集約については、今後、対応を検討します。
　　　　　　　　　　取り組み結果については、下記URL＜集約結果＞に登録お願いします。
　　　　　　　　　　また、意見書データは、Word文書もしくはPDFデータにて添付をお願いします。
 
　　　　　　　　　　　　https://jichiro.cybozu.com/k/566/
 
２．その他　　　 第２次以降の集約については、今後、対応を検討します。 
 
３．問合せ　　　自治労本部社会福祉評議会（門﨑・会田）
　　　　　　　　　　TEL：03-3263-0261

別紙１　議会意見書可決自治体一覧.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) 

別紙２　自治体意見書モデル案.docx (application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document) 

別紙３　保育施設の職員配置基準改善解説 .docx (application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document) 
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2023.4.12

都道府県 自治体 自治労 単組 時期 対象
1 北海道 旭川市 ○ 2022年 ケア労働者
2 登別市 2022年 ケア労働者
3 歌志内市 ○ 2022年 ケア労働者
4 福島県 喜多方市 ○ 2021年
5 福島市 ○ 2018年
6 南相馬市 ○ 2018年
7 伊達市 ○ 2018年
8 群馬県 前橋市 ○ 2022年
9 沼田市 ○ 2020年
10 埼玉県 新座市 2022年 保育士
11 春日部市 2022年
12 秩父市 ○ 2022年
13 富士見市 2022年 保育士
14 吉川市 2022年 保育士
15 東京都 武蔵野市 ○ 2021年
16 三鷹市 ○ 2021年
17 小金井市 ○ 2021年
18 中野区 ○ 2023年 保育士
19 千葉県 流山市 ○ 2022年 保育士
20 柏市 ○ 2022年 保育士
21 市川市 ○ 2023年 保育士
22 神奈川県 鎌倉市 2022年 保育士
23 大和市 ○ 2023年 保育士
24 石川県 小松市 ○ 2022年
25 加賀市 ○ 2022年
26 金沢市 ○ 2022年
27 福井県 越前市 ○ 2022年
28 愛知県 知立市 2022年 保育士
29 安城市 2022年 保育士
30 春日井市 2022年 保育士
31 三重県 三重県 ○ 2023年 保育士
32 滋賀県 守山市 ○ 2022年 保育士
33 京都府 京田辺市 ○ 2022年 保育士
34 京都市 ○ 2022年
35 奈良県 奈良市 ○ 2022年
36 大和高田市 ○ 2022年
37 大和郡山市 2022年
38 天理市 ○ 2022年
39 大阪府 吹田市 2022年 保育士
40 兵庫県 伊丹市 ○ 2022年
41 高砂市 ○ 2022年
42 ⻄脇市 ○ 2021年
43 川⻄市 ○ 2021年 社会福祉事業職員
44 広島県 広島市 ○ 2022年
45 尾道市 ○ 2022年 全てのケア労働者
46 鳥取県 倉吉市 ○ 2021年 保育士
47 鳥取市 ○ 2022年 保育士
48 高知県 須崎市 ○ 2021年
49 南国市 ○ 2022年 保育士
50 福岡県 直方市 ○ 2022年
51 大牟田市 ○ 2022年

国の配置基準改善に向けた意見書可決議会一覧 別紙１－３

－ 46 －



職
員
配
置
基
準
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み

保
育

職
場

の
人

員
確

保
・

職
員

配
置

基
準

改
善

に
向

け
た

取
り

組
み

に
つ

い
て

（
案

）

保
育

事
故

を
防

止
す

る
た

め
に

は
、

ミ
ス

を
防

ぐ
仕

組
み

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

最
も

重
要

な
こ

と
は

、
慢

性
的

な
人

員
不

足
を

解
消

す
る

政
策

で
あ

る
。

①
意

見
交

換
会

を
計

画
（

学
習

会
な

ど
）

②
「

職
場

で
困

っ
て

い
る

こ
と

」
や

「
こ

ん
な

こ
と

を
変

え
た

い
」

と
思

う
こ

と
を

シ
ー

ル
「

改
善

ひ
と

言
シ

ー
ル

（
葉

）
」

に
記

入

③
「

配
置

基
準

改
善

シ
ー

ト
（

木
）

」
に

貼
る

。

④
気

持
ち

の
詰

ま
っ

た
「

木
」

を
持

っ
て

、
交

渉
や

意
見

交
換

の
場

へ
！

別紙２

別紙２

－ 47 －



 

自治労発2023第0411号
2023年 4月 3日

全日本自治団体労働組合
中央執行委員長　　川本　淳

（総合政治政策局 社会福祉評議会）

各県本部委員長様

2023年度「保育所・学童保育等職場のヒヤリハット調査」
の実施について（調査依頼）

　連日のご奮闘に敬意を表します。

　さて、社会福祉評議会は、第163回中央委員会で確認された当面の闘争方針に基づき、保育所・学童保
育等職場の人員不足による課題を明らかにするため、「保育所・学童保育等職場のヒヤリハット調査」
を実施することとしました。

　つきましては、下記の通り標記調査を実施します。ご多忙の中、誠に恐縮ですが、ご協力をお願い申
し上げます。

　また、本調査にかかるご依頼文書（各県本部等から各職場へ調査依頼をかける際に持参できる文書
例）も添付しておりますので、ご依頼の際はご活用ください。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　　　

 

１．調査名

　2023年度「保育所・学童保育等職場のヒヤリハット調査」

 

２．目的

　公立・民間保育所等において発生する事故は、職員の人員不足が要因となっている場合が多く、子ど
もの命と健康を守るためにも、幼児教育・保育の質と量の向上はより一層、重要となっています。

　自治労社会福祉評議会は、保育所・学童保育等職場における人員不足の課題を明らかにするため、
「ヒヤリ」「ハッ」とした事例や職員の人員不足による影響等についての調査を実施します。

　ご多忙のところお手数をお掛けしますが、各県本部保育部会等に所属する組合員や県本部・地連主催
の集会・学習会参加組合員対象に、調査に対するご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたしま
す。

 

【ヒヤリハットとは】

 　「ヒヤリハット」とは、災害には至らなかったものの、一歩間違えれば災害になっていたかもしれな
い「ヒヤリ」としたり「ハッ」とした経験（運が悪ければ怪我をしていたかもしれない事故や、不安全
な状態又は行動によって驚いたこと）を意味します。

　また、これに関しては、米国技師ハインリッヒ氏が労働災害の発生確率を分析した「ハインリッヒの
法則（1：29：300）」というものがあり、その中で、1つの重大な災害の背後には、29の軽微な災害があ
り、その背景には300の無傷事故（ヒヤリハット事例）があるとされています。（地方公務員災害補償基
金「ヒヤリハット事例集～保育事業編～」2012年より）

 

３．実施期間

　2023年4月24日（月）～5月31日（水）

別紙３
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　※調査基準日は、2023年4月1日とします。

 

４．調査対象

　各県本部保育部会等に所属する組合員（保育士、調理員、放課後児童支援員他）

 

５．調査票・ご依頼文

　（1）調査内容・調査票

　　①調査内容

　　自治労に加盟している市区町村の保育所・学童保育等職場におけるヒヤリハット調査

　　　■職場全体の人員配置状況　　

　　　■「ヒヤリ」「ハッ」とした経験

　　　■休憩時間の有無

　　　■保育職場で最も課題となっていること

 

　　②調査票

　　基本は、グーグルフォームで調査を実施します。参考に、調査項目を添付します【別紙1】。

 

（2）ご依頼文（参考用）

　　各県本部等から各職場へ調査依頼をかける際に持参できる文書（例）を作成いたしました。

　　ご依頼の際にご活用ください【別紙2】。

 

６．調査方法

（1）調査は、グーグルフォームで実施します。QRコードを掲載したチラシを添付しますので、ご活用く
ださい【別紙3】

 

（2）実施期間（4月24日～5月31日）に、グーグルフォームで回答をお願いします。

 

７．調査結果

　第43回全国保育集会（2023年7月29日～30日開催）において、集約結果の概要を報告予定です。

　注）調査結果報告時期はあくまで予定です。

　　　集約状況によっては遅れる場合もありますので、ご了承ください。

 

８．お問い合わせ

　　本部社会福祉評議会（門﨑・会田）　　

　　　電話　：03-3263-0261　FAX：03-5210-7422

　　　メール：aida@jichiro.gr.jp
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＜自治労の課題提起＞⑥　総合政治政策局 ― 衛生医療評議会
保健所等に求められる役割と課題および「持続可能な地域医療提供体制を確保するための

公立病院経営強化ガイドライン」と医療機関の再編・統合の課題について

自治労総合政治政策局　衛生医療局長　平山　春樹
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＜講演＞　これからの地方自治　「身近な政府」の議会・議員と自治・分権

　　　　　講師：東京都立大学法学部教授　大杉　覚
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